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図表 33 バイパス道路法線の位置検討平面図（協議図面） 
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図表 34 バイパス道路法線の位置検討平面図のイメージ 
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図表 35 バイパス道路の標準断面図 

※「ビワイチ」に配慮した湖岸側の自転車通行空間（1,500）は整備中 
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図表 36 バイパス道路と県道今浜水保線との平面交差点計画図 
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図表 37 平面交差点計画の標準断面図 
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図表 38 平面交差点軌跡図（右折） 
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図表 39 平面交差点軌跡図（左折） 
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２ バイパス道路の構造の検討 

(1) 道路構造 

 バイパス道路の道路構造については、湖岸道路の道路構造の現況を踏まえ、道路構造

令、滋賀県道路構造条例及び「近江の道づくりルール」（県土木交通部道路課が策定し

た県の道路整備のルール）等により、適切に設定するものとする。 

① 道路規格 

 近江の道づくりルールでは、道路機能は以下のとおり分類されている。 

図表 40 近江の道づくりルールにおける道路機能の分類 

名称 概要 内容の詳細 

○主要幹線道路 他府県と連絡する道路 ・高速道路、直轄国道 

○幹線道路 市町間を連絡するなど

主要幹線道路を保管す

る道路 

・補助国道 

・県道、市町道で、交通量がおおむ

ね 1 万台/日以上、かつ、該当区

間の総交通量のうち土木事務所

の管境を越える交通量が 50％以

上の区間 

○補助幹線道路 市町間および幹線道路

間を連絡するなど幹線

道路を補完する道路 

・県道、市町道で、交通量がおおむ

ね 4,000台/日～1万台/日の区間 

・県道、市町道で、交通量がおおむ

ね 1万台以上、かつ、該当区間の

総交通量のうち土木事務所の管

境を越える交通量が 50％未満の

区間 

○地域道路 上記以外の道路 ・交通量がおおむね 4,000 台/日未

満の区間 

出所：近江の道づくりルール（滋賀県）をもとに作成 

 道路構造令では、道路種別は以下のとおり分類されている。 

図表 41 道路構造令における道路の種別及び級別 

 

 

出所：道路構造令の解説と運用（2015）より引用 
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 「平成 27 年度全国道路・街路交通情勢調査」によると、バイパス道路の近傍の交通量

は、14,268 台/24ｈ（調査地点「近江八幡大津線野洲市吉川」）であり、周辺の道路ネッ

トワークや沿道の状況等を踏まえると、バイパス道路の計画交通量を 14,000 台程度と

想定することができる。 

 バイパス道路の計画交通量（14,000 台程度/24h）は、道路構造令において規定され

た「4,000 台以上 20,000 台未満」に該当するため、バイパス道路の種別・級別を第 3

種第 2 級とする。 

 

② 設計速度 

 近江の道づくりにおける道路機能別・種別の設計速度の基準値は、以下のとおりであ

る。 

図表 42 近江の道づくりルールにおける道路機能・種別設計速度の基準値 

（単位：km/h） 

機能分類 3 種の道路 

主要幹線 80 

幹線 60 

補助幹線 50 

地域道路 40 

出所：近江の道づくりルール（滋賀県）より引用 

 道路構造令における道路の種別・級別の設計速度の基準値は、以下のとおりである。 

図表 43 道路構造令における種別・級別の設計速度の基準値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：道路構造令の解説と運用（2015）より引用 

 

 以上を踏まえ、バイパス道路の設計速度を 60ｋｍ/ｈに設定する。 
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③ 車線幅員 

 近江の道づくりルールにおける道路の機能分類別の車線幅員の基準値は、以下のと

おりである。 

図表 44 近江の道づくりルールにおける道路機能別の車線幅員の基準値 

（単位：ｍ） 

機能分類 上位値 標準値 下位値 

主要幹線 3.50 3.50 - 

幹線 3.50 3.25 3.00 

補助幹線 3.25 3.00 - 

地域道路 3.00 2.75 
4.00 又は 

 3.00（1車線） 

出所：近江の道づくりルール（滋賀県）より引用 

 道路構造令における・道路の種別・級別の車線幅員の基準値は、以下のとおりである。 

 ただし、第１種第１級もしくは第２級、第３種第２級または第４種第１級の普通道路にあっ

ては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる基準値に 0.25 メー

トルを加えた幅員とすることができる。 

図表 45 道路構造令における車線幅員の基準値について 

 
出所：道路構造令の解説と運用（2015）より引用 

 以上を踏まえ、バイパス道路の車線幅員を 3.25m に設定する。 
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④ 路肩幅員 

 近江の道づくりルールにおける路肩幅員の基準値は、以下のとおりである。 

 ただし、地形の状況その他の理由によりやむを得ない場合においては、道路構造令ま

たは滋賀県道路構造条例の規定値もしくは特例値まで縮小することができる。 

図表 46 近江の道づくりルールにおける路肩幅員の基準値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：近江の道づくりルール（滋賀県）より引用 

注）※：基準値は、まとまった集落を通過しない場合の 0.75ｍだが、ビワイチで高速走行する自転車はバイパス道路

を利用する可能性があるため、現在の湖岸道路 （ビワイチに配慮した路肩幅員 1.5m を整備中）と同様に 1.5

ｍとすることが望ましい。 

※ ※ 
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出所：近江の道づくりルール（滋賀県）より引用 

注）※：基準値は、まとまった集落を通過しない場合の 0.75ｍだが、ビワイチで高速走行する自転車はバイパス道路

を利用する可能性があるため、現在の湖岸道路 （ビワイチに配慮した路肩幅員 1.5m を整備中）と同様に 1.5

ｍとすることが望ましい。 

※ 

図表 47 近江の道づくりルールにおける 3 種の道路の路肩幅員とその根拠 
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 道路構造令では、道路には車道に接続して車道の左側に路肩を設ける（ただし、中央

帯または停車帯を設ける場合はこの限りでない）こととされ、道路の種別・級別の路肩幅

員の基準値は、以下のとおりである。 

 ただし、付加追越車線、登坂車線もしくは変速車線を設ける箇所、長さ 50 メートル以

上の橋もしくは高架の道路または地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる幅員ま

で縮小することができる。 

図表 48 道路構造令における道路の種別・級別の路肩幅員の標準値 

 

出所：道路構造令の解説と運用（2015）より引用 

 近江の道づくりルール及び道路構造令における路肩幅員の基準値は 0.75ｍだが、

ビワイチで高速走行する自転車はバイパス道路も利用する可能性があるため、

現在の湖岸道路（ビワイチに配慮した路肩幅員 1.5mを整備中）と同様に、バイ

パス道路の路肩幅員を 1.5ｍに設定する。 

 

⑤ 歩道 

 近江の道づくりルールでは、歩道幅員は、以下の道路構造令に従うものと定められて

いる。 

図表 49 道路構造令における歩道幅員の標準値 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：道路構造令の解説と運用（2015）より引用  
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図表 50 道路構造令における歩道幅員等の設定フロー 

 

出所：道路構造令の解説と運用（2015）より引用 
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⑥ 最小曲線半径 

 道路構造令によると、車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分（以下「車道の屈曲

部」という。）の中心線の曲線半径（以下「曲線半径」という。）の基準値は、当該道路の

設計速度に応じて、以下のとおり設定されている。 

 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の

曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。 

 バイパス道路の車道の屈曲部の最小曲率半径は、道路線形及び下部の擁壁構造位

置を踏まえ、特例値の 120ｍに設定する。 

図表 51 道路構造令における設計速度別の最小曲線半径 

 
出所：道路構造令の解説と運用（2015）より引用 

⑦ 最小曲線長 

 道路構造令によると、車道の曲線部の中心線の長さ（当該曲線部に接する緩和区間が

曲線形である場合においては当該緩和区間の長さを加えた長さ）は、道路交角が 7°

以上の場合には、原則として緩和区間に規定する緩和区間の長さの 2 倍以上とするこ

とが求められており、道路交角が 7°未満の場合には、原則として設計速度に応じ次

の表の曲線長の欄の左欄に掲げる長さ以上とすることが求められている。 

 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合にあっては、道路交

角の値にかかわらず、次の表の曲線長の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができ

る。 

図表 52 道路構造令における設計速度別の屈曲長 

 

出所：道路構造令の解説と運用（2015）より引用 

  



53 

 

⑧ 曲線部の片勾配 

 道路構造令によると、車道等には曲線半径がきわめて大きい場合を除き、当該道路の

区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速

度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値（第３種

の道路で自転車道等を設けないのもにあっては、６パーセント）以下で適切な値の片勾

配を付すことが求められている。 

 ただし、第４種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合においては、片勾配を付さないことができる。 

図表 53 道路構造令における曲線部の最大片勾配 

 

出所：道路構造令の解説と運用（2015）より引用 

 車道、中央帯（分離帯を除く。）及び車道に接続して設ける路肩の曲線部には、当該曲

線部の曲線半径の値および設計速度に応じ下表に示す値を基準として、片勾配を付

すものとする。 

 ただし、第 4 種の道路にあって地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合

は片勾配を付さないことができる。 

図表 54 設計速度に応じた曲率半径及び片勾配 
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出所：道路構造令の解説と運用（2015）より引用 

⑨ 曲線部拡幅量 

 車道の曲線部においては、当該道路の区分、曲線半径に応じ、1 車線(車線を有しな

い道路にあっては、車道）につき、それぞれ以下の表の拡幅量の欄に掲げる値を拡幅

するものとする。 

 ただし、第 2 種及び第 4 種の道路において地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ないものについてはこの限りでない。 

図表 55 曲線部の拡幅量 

 

出所：道路構造令の解説と運用（2015）より引用 

⑩ 緩和区間の長さ 

 緩和区間の長さは、設計速度（60km/h）に応じ、以下の欄に掲げる値以上とする。 

図表 56 曲線部の緩和区間の長さ 

 

出所：道路構造令の解説と運用（2015）より引用 
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⑪ 縦断勾配 

 車道の縦断勾配は、道路の区分（普通道路）及び設計速度（60km/h）に応じ、次の表

の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とする。 

 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の

縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。 

図表 57 縦断勾配 

 

出所：道路構造令の解説と運用（2015）より引用 

 

⑫ 縦断曲線長 

 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度(60km/h)に応じ、次の表の右欄に掲げる値

以上とする。 

図表 58 縦断勾配 

 

出所：道路構造令の解説と運用（2015）より引用 
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⑬ 最小縦断曲線半径 

 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度（60km/h）及び当該縦断曲線の曲線形に

応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とする。 

図表 59 最小縦断曲線半径 

 

出所：道路構造令の解説と運用（2015）より引用 

 

⑭ 標準横断勾配 

 車道、中央帯（分離帯を除く）及び車道に接続する路肩には、片勾配を付す場合を除

き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付すものと

する。 

図表 60 標準横断勾配 

 

出所：道路構造令の解説と運用（2015）より引用 
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⑮ 合成勾配 

 合成勾配（縦断勾配と片勾配または横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。）は、

当該道路の設計速度（60km/h）に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とする。 

図表 61 合成勾配 

 

出所：道路構造令の解説と運用（2015）より引用 

 

⑯ 平面交差角 

 平面交差角については、道路構造令において以下のとおり規定されている。 

互いに交差する交通流は、原則として、直角またはそれに近い角度で交差するように

計画しなければならない。直角またはそれに近い角度の平面交差は、交差する車道を

横断する距離が短く、交差点部の面積も小さい。また、見通しの面からも好ましい。した

がって、交差角は 75°以上とすべきである。しかし、特にやむを得ない場合には 60°以

上とすることができる。 

出所：道路構造令の解説と運用（2015）より引用 

 琵琶湖マリオットホテルの裏側のバイパス道路の法線は、市道を拡幅することが望まし

く、当該市道をそのまま北側に伸ばすと、バイパス道路が交差する従道路である県道

今浜水保線（準用河川新川に沿って整備されている道路）との平面交差角は 60°程

度となっている。 

 バイパス道路の整備にあたっては、用地買収の面積を可能な限り少なくするとともに、

買収後の圃場耕作への影響を少なくする法線（残地が歪な形状とならない）とする必要

があり、当該条件を満たすためには、バイパス道路と県道今浜水保線の平面交差角度

については、60°を基本とすることが望ましい。 
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⑰ バイパス道路の幾何構造（まとめ） 

 バイパス道路の幾何構造（基本的な諸元）を整理すると、以下のとおりである。 

図表 62 バイパス道路の幾何構造（まとめ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：道路構造令の解説と運用（2015）をもとに幾何構造を整理 

図表 63 バイパス道路の標準断面図 
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⑱ 平面交差点計画 

 以上を踏まえ、新設するバイパス道路と既設の県道今浜水保線（新川沿い県道）との平

面交差点を、以下のとおり計画する。 

 

【バイパス道路側】 

 

■設計条件 

  ・道路規格  3 種 2級 

  ・設計速度  Ｖ＝60ｋｍ/hr 

  ・右折車線  Ｗ＝3.00ｍ 

  ・地  域  地方部（主道路）  

  ・交差角   60° 

 

Ａ）本線シフト長（Lt） 

Lｔ＝
Ｖ・∆Ｗ

2
   ただし、Ｖ：対象とする道路の設計速度（Ｋｍ/hr） 

               ∆Ｗ：シフト量（ｍ） 

Lｔ＝
60×1.50

2
＝45ｍ＜60.0ｍ（最小値） 

 

よって、最小値 60.0ｍを確保する。 

 

Ｂ）減速車線長（Lｄ） 

Lｄ＝
Ｖ・∆Ｗ

6
   ただし、Ｖ：設計速度（Ｋｍ/hr） 

               ∆Ｗ：付加車線の幅（ｍ） 

Lｄ＝
60×3.00

6
＝30ｍ＜40.0ｍ（最小値） 

 

よって、最小値 40.0ｍを確保する。 

 

Ｃ）滞留車線長（Ls） 

 最小値 30ｍを確保する。 

 

Ｄ）算定結果（まとめ） 

 ・摺り付け長（Lｔ）＝60.0ｍ 

 ・減速車線長（Lｄ）＝40.0ｍ 

 ・滞留車線長（Lｓ）＝30.0ｍ 
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【県道今浜水保線（新川沿い県道）側】 

 

■設計条件 

  ・道路規格  3 種 2級 

 ・設計速度  Ｖ＝60ｋｍ/hr 

  ・右折車線  Ｗ＝3.00ｍ 

  ・地  域  地方部（従道路） 

 

Ａ）本線シフト長（Lt） 

Lｔ＝
Ｖ・∆Ｗ

2
   ただし、Ｖ：対象とする道路の設計速度（Ｋｍ/hr） 

               ∆Ｗ：シフト量（ｍ） 

Lｔ＝
60×1.50

2
＝45ｍ＜60.0ｍ（最小値） 

 

よって、最小値 60.0ｍを確保する。 

 

Ｂ）減速車線長（Lｄ） 

Lｄ＝
Ｖ・∆Ｗ

6
   ただし、Ｖ：設計速度（Ｋｍ/hr） 

               ∆Ｗ：付加車線の幅（ｍ） 

Lｄ＝
60×3.00

6
＝30ｍ＝30.0ｍ（最小値） 

 

よって、最小値 30.0ｍを確保する。 

 

Ｃ）滞留車線長（Ls） 

  最小値 30ｍを確保する。 

 

Ｄ）結果 

 ・摺り付け長（Lｔ）＝60.0ｍ 

  ・減速車線長（Lｄ）＝30.0ｍ 

  ・滞留車線長（Lｓ）＝30.0ｍ 
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３ 造成基本計画の検討 

(1) 検討の前提条件 

 バイパス道路の整備にあたっては、準用河川大川及び準用河川新川の埋立造成並びに

農地等の造成が必要である。 

 また、湖岸エリアの地域活性化に資するより有効な土地利用を図れるよう、バイパス道路

の整備に併せて、同道路が横断する準用河川大川及び準用河川新川の一部の区域を

埋立造成することを検討する。 

 河川埋立造成及び農地等の造成にあたっての造成基本計画検討の前提条件は、以下

のとおりである。 

 

① 支持地盤のレベル 

 支持地盤については、検討対象地の近傍において実施されている地質調査の結果を

参考に GL-29.0ｍ付近と想定する。 

 

図表 64 （参考）検討対象地の近傍において実施されている地質調査の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：平成 28 年度 建設第 B-13 号 琵琶湖大橋有料道路 琵琶湖大橋地質調査業務委託（2016 年）より引用 

 

  



62 

 

② 地盤改良工法 

 支持地盤レベルを踏まえると、バイパス道路の整備及び河川（大川・新川）の埋立にあ

たっては、地盤改良が必要である。 

 バイパス道路及び河川（大川・新川）の状況を踏まえ、地盤改良工法は、以下のとおり

想定する。 

○バイパス道路  ：サンドドレーン工法 

○河川の埋立造成 ：自然圧密工法 

 

図表 65 地質改良工法の特徴  

 

出所：㈶沿岸技術研究センター機関紙より引用 

③ その他の条件 

 その他の条件は以下のとおり、想定する。 

○造成後の施設整備の地盤対策は個々に杭基礎等で行い、造成工事では行わない。 

○樋門は移設しないものとする。 
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(2) 雨水排水計画の検討 

① 雨水排水計画の基本的な考え方 

 検討対象地の近傍において実施されている「自転車の道の駅整備に係る周辺河川流

域等調査」（守山市、令和元年 12 月）における計画高水流量計算をもとに、雨水排水

計画を検討する。 

 河川断面には計画高水流量に応じた余裕高を確保する必要があり、計画高水流量

200 ㎥/ｓ以下に対しては 0.60ｍ以上の余裕高を確保する必要がある。なお、河川法第

76 条及び同規則第 36 条第 2 号に定める小河川の特例では、計画高水流量が 50 ㎥

/ｓ未満の河川では、堤内地盤高が計画高水位より低い場合であっても、その差が 0.60

ｍ未満である時は、余裕高は 0.30ｍ以上とすることができるとされている。 

 埋立造成の対象とする準用河川大川及び準用河川新川の計画高水流量は 50 ㎥/ｓ未

満だが、両河川は全線または一部で天井川の形態をなしているため、0.60ｍの余裕高

を確保すべきと考えられる。 

 

図表 66 （参考）計画高水流量計算書  

 

 

 

河川延長 L(km)     ： 準用河川大川 6.80km、 準用河川新川 1.20km 

流域面積 A(ha)     ： 準用河川大川 1.3114ha、 準用河川新川 0.1002ha 

計画高水流量 Q(㎥/ｓ)： 準用河川大川 12.20 ㎥/ｓ、 準用河川新川 1.55 ㎥/ｓ 

 

出所：自転車の道の駅整備に係る周辺河川流域等調査業務報告書（守山市、令和元年 12 月）より引用 
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② 雨水排水の断面算定  

 以上を踏まえ、大川及び新川の埋立造成にあたって必要となる雨水排水の断面を以

下のとおり計画する。 

図表 67 大川及び新川の埋立造成に係る雨水排水計画(道路部、宅地造成部) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大川及び新川の雨水排水構造物は、下表のとおり計画する。 

図表 68 大川及び新川の雨水排水構造物の仕様 

区分 道路部 宅地造成部 

大川 BOX カルバート

（長方形） 

B=3.0m×H=3.0ｍ 

（内寸法） 

張 り ブ ロ ッ ク 

1：0.5（台形） 

B=3.0m( 下 幅 )-6.0m( 上 幅 ) ×

H=3.0ｍ 

新川 B=1.6m×H=1.6ｍ 

（内寸法） 

B=2.5m( 下 幅 )-4.1m( 上 幅 ) ×

H=1.6ｍ 

 

図表 69 大川及び新川の雨水排水構造物の標準断面図 
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種 類 構  造 断面積 径 深 粗 度 勾 配 流 速 排水流量 安全率 備 考
B　*　H 　 係 数  
管口径 a R^2/3 1/n I V Q2

m^3/sec m^2 R n % m/sec m^3/sec Q2/Q1 （流域）
1 3.00 0.948 76.923 0.032 道路

12.200 BOX・C 3.00 7.200 0.923 0.013 0.100 2.334 16.805 1.38 大川
1 3.0ｍ-6.0ｍ 1.132 37.037 0.032 造成

12.200 張りブロック 3.00 10.080 1.205 0.027 0.100 1.342 13.527 1.11 大川

0.582 76.923 0.032 道路
1.550 BOX・C 1.60 1.600 0.444 0.013 0.100 1.433 2.293 1.48 新川

1 2.5ｍ-4.1ｍ 0.738 37.037 0.032 造成
1.550 張りブロック 1.60 3.000 0.633 0.027 0.100 0.875 2.625 1.69 新川

排     水     施    設雨水
排水量

Q1
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(3) 計画高水位の検討 

 雨水排水構造物の検討にあたり前項において雨水排水の断面算定を行ったが、埋立て

区間は琵琶湖の背水区間と考えられるため、計画高水位の数値は、以下に示す「滋賀県

土木交通部_設計便覧（案）_河川編_第 3 編_第 2 章 河道計画_参考資料_2-5-4 計画

高水位」の考え方を採用する。 

  【滋賀県土木交通部 設計便覧（案）における計画高水位の考え方】 

出所：滋賀県土木交通部_設計便覧（案）より引用 
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 琵琶湖岸における通常の計画高水位は B.S.L+1.4ｍだが、「琵琶湖の流入河川の河口

水位は原則として、琵琶湖の基準水位（B.S.L=TP+84.371）+0.4ｍ（TP+84.771）とす

る」上記の考え方を踏まえ、本造成基本計画における計画高水位については、

B.S.L+0.4ｍとする。 

図表 70 琵琶湖水位のイメージ図 

  

出所： 琵琶湖水位のコントロール（水資源機構琵琶湖開発総合管理所）より引用 

 

(4) 通水断面の検討 

 準用河川大川の現況の流下能力は、Q=111.445 ㎥/ｓ と大きく、計画高水流量 Q=12.20

㎥/ｓに対して十分に余裕があり、堰上げが発生しても周辺環境に影響を及ぼすことは少

ないと考えられる。 

 以上より、人による補修等が可能な必要最小限の通水断面として、幅（W）2.0ｍ×高さ

（H）2.0m＝4.0 ㎡の通水断面を確保することを想定する。 
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(5) 造成基本計画（案） 

 （１）～（４）の検討結果並びにバイパス道路の工法及び河川の埋立造成に関する以下の

前提条件をもとに、次項以降に造成基本計画（案）を作成する。 

 

図表 71 バイパス道路の工法 

場所 工法 

河川部 サンドドレーン工法 

平地部 路床改良 

田畑部 路床改良＋盛土 

 

図表 72 埋立造成の盛土平均高 

内容 盛土平均高 

大川造成 盛土平均高 H=4.5m（余盛 0.5m 含） 

大川畑地造成 盛土平均高 H=2.5m（余盛 0.5m 含） 

新川造成 盛土平均高 H=3.4m（余盛 0.5m 含） 

 

 大川については、流路確保等の考え方により、以下の 2 案を検討する。 

■第 1案：大川には幅員 6m、新川には幅員 4mの水路を設置するケース 

■第 2案：大川の流路について、現況河川の最小幅 30ｍを西側に確保するケース 

 

 新川については、市街化調整区域にあり、滋賀県自然環境保全条例による自然環境調

査の実施可能性があることを踏まえ、大川の造成基本計画(案)の第 2 案について、以下

の 2 案を検討する。 

■第 2-1案：新川の埋立造成面積を最大限確保するケース 

■第 2-2案：新川の埋立造成面積を 1ha未満に抑えるケース 
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図表 73 検討平面図（第 1 案：大川には幅員 6m、新川には幅員 4m の水路を設置するケース） 
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図表 74 検討平面図（第 2 案：大川の流路について現況河川の最小幅 30ｍを西側に確保するケース）※第 2-1 案 

 

※第 2-1案：新川の埋立造成面積を最大限確保（約 13,100㎡）ケース 



70 

 

図表 75 検討平面図（第 2 案：準用河川大川西側は、現況河川最小幅 30ｍを確保）※2-2 案 

※第 2-2案：新川の埋立造成面積を 1ha未満（約 9,880㎡）に抑えるケース 
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４ バイパス道路の事業スキームの検討 

(1) バイパス道路検討区間の現状及び課題の整理 

 前節にて検討した道路法線に基づき、バイパス道路の法線に係る所有者及び管理者に

着目して、以下のとおり 6 つの整備区間を設定し、設定区間毎に整備スキームの検討に

あたっての課題を整理する。 

 なお、区間①及び区間④については、河川区域に係る課題があるが、バイパス道路の法

線・構造の検討にあたり前節にて検討しているため、ここでは考慮しないものとする。 

 

図表 76 バイパス道路法線に係る所有者・管理者に着目した整備区間 

 

整備区間 主たる土地利用 所有者・管理者 

区間① 

田畑及び宅地 民間地権者 

準用河川大川の河川区域 
河川敷地所有者：滋賀県 

管理者：守山市 

区間② ホテル事業者管理用通路 ホテル事業者 

区間③ 
市道 

市有地 
守山市 

区間④ 
みさき 

自然公園 

準用河川新川の河川区域 
河川敷地所有者：滋賀県 

管理者：守山市 

河川区域以外の公園区域 守山市 

区間⑤ 田畑 民間地権者 

区間⑥ 堤防 水資源機構 
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 土地所有者及び管理者に着目した、バイパス道路の整備区間毎の検討課題は以下のと

おりである。 

 

図表 77 バイパス道路の整備区間毎の検討課題 

区 間 検討課題 

区間① 

・バイパス道路の整備あたり必要となる準用河川大川の一部の区域の埋立

にあたっては、埋立に係る河川区域の用途廃止手続きが必要となる。 

・河川区域の用途廃止後の土地については、埋立造成後に売却する土地も含

め、県から市への無償譲渡を県に要請する必要がある。 

・個人等の民間所有地については、守山市等による用地買収が必要と考えら

れる。 

・敷地境界が未確定のため、買収範囲が公図どおりとならず増大する可能性

がある。 

・この区間は、マリーナを整備する事業者が最も受益を受ける区間のため、

用地買収やバイパス道路の整備に係る費用については、マリーナ事業者に

よる負担の可能性を検討する必要がある。 

区間② 

・区間②に面する土地の地権者は、バイパス道路の整備により、現在の湖岸

道路によるホテルと第 2なぎさ公園との分断が解消され、同公園を「プラ

イベートビーチ」のように活用できるとともに、バイパス道路の整備によ

り低未利用地の利活用がしやすくなる等の受益がある。 

・バイパス道路の法線の位置は、平成 22年に市がホテル事業者に売却した

旧市道等と、平成 18 年にホテル事業者が旧郵政公社から取得した土地（低

未利用地）である。 

・バイパス道路の整備によるホテル事業者の受益を考慮した上で、事業スキ

ームにより、ホテル事業者からの道路用地の無償譲渡の可能性や、バイパ

ス道路の整備に係る費用のホテル事業者による負担の可能性について、検

討する必要がある。 

区間③ 

・市が所有者する土地については、市が無償で提供する必要がある。 

・バイパス道路の整備に係る費用については、関係する事業者の受益に応じ

た負担の可能性を検討する必要がある。 

区間④ 

・都市公園用地（市有地）を通るため、公園区域の一部の廃止手続と、必要

に応じて、廃止する公園区域の代替地の確保の検討が必要になる。 

・バイパス道路の整備あたり必要となる準用河川新川の一部の区域の埋立

にあたっては、埋立に係る河川区域の用途廃止手続きが必要となる。 

区間⑤ 
・民有地の買収の結果、残地が不整形になった場合、一筆全ての買収を求め

られ、買収費用が増大するとともに交渉が長引く可能性がある。 

区間⑥ 
・水資源機構の管理地であるが、琵琶湖治水の観点から堤防区域の占用に関

しては慎重となり、調整に時間を要する可能性がある。 
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(2) 想定される事業スキームの検討 

① 道路整備主体の検討 

 湖岸道路は県道であり、新たなバイパス道路の管理者は県とすることが適切である。 

 ただし、整備主体については、バイパス道路の直接的な受益を受ける、バイパス道路の整

備に合わせて投資する開発事業者（接道する民間地権者を含む）や周辺地域の活性化

という受益を受ける守山市が担うことが適切と考えられる。 

 このため、バイパス道路の整備主体は、開発事業者と守山市のいずれかを基本とする。 

 県への事前ヒアリングでは、県がバイパス道路の整備主体となる意向を確認できず、県は

基本的にはバイパス道路の整備主体とはならないが、比較のため県が整備主体となる事

業スキーム（次頁のケース D）についても検討する。 

 道路法第 24 条は、道路管理者以外の者が工事を行うことを認めており、本条文を適用

することにより、開発事業者及び守山市が、道路管理者であるかに関わらずバイパス道路

の整備主体となることが可能となる。 

【道路法第 24条における道路管理者以外の者が行う工事の位置づけ】 

（道路管理者以外の者の行う工事） 
第 24 条 道路管理者以外の者は、第 12条、第 13 条第 3項、第 17条第 4項若しくは
第 6項、第 19条から第 22条の 2まで又は第 48条の 19 第 1 項の規定による場合の
ほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道
路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で
定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。 

 民間事業者が道路法第 24 条を活用することを想定した場合（次頁のケース C）、以下の

問題点・課題があり、そのことを踏まえると、本事業において民間事業者が道路法第 24

条を活用することは、困難と考えられる。 

■道路法第 24条（道路管理者以外の者の行う工事）を採用する場合の問題点・課題 

 滋賀県では、バイパス整備（整備延長約 1.7km）のような大規模な道路を、道路法第

24 条を活用して整備した事例は、イオンモール草津の開発においてイオンモールが

整備（道路用地は滋賀県道路公社が取得）したケースなど僅かである。このため、道路

法第 24 条の活用にあたっては、調整・確認等の手続きにかなりの期間を要し、申請者

の手続きの負担が大きく、工事スケジュールも遅延するリスクが大きいと考えられる。 

 本事業の場合、更に、河川の埋立など地方公共団体でないと円滑に手続きができない

ものもあり、民間事業者がバイパス道路の整備主体となることを想定した場合、道路法

第 24 条の活用に二の足を踏む民間事業者が多いことが容易に推察できる。 
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② 想定される事業スキームの整理 

 バイパス道路の整備主体に着目し、想定される事業スキームを整理すると以下のとおりで

ある。 

 用地買収については、県が整備主体となる意向がないこと、民間事業者による買収では

土地収用法による税制上のメリットを土地所有者が享受できないこと等を踏まえ、すべて

のケースにおいて守山市が用地買収を行うこととする。 

     図表 78 想定されるバイパス道路の事業スキーム 

ケース 
整備 

主体 

道路管理者 
概 要 

工事中 供用後 

 
市 市 県 

市が工事期間中は市道としてバイパス道路

を整備し、整備完了後に市道を県に移管し

県道とする。（県への移管は事前に覚書） 

ケースＢ 市 市 県 

道路法第 24条により、市が県に替わり県道

としてバイパス道路を整備する。 

ケースＣ 民 県 県 

道路法第 24条により、民間事業者が県に替

わり県道を整備する。 

（事例：イオンモール草津） 

ケースＤ 県 県 県 
県が県道としてバイパス道路を整備する。 

 なお、民間事業者が道路法第 24 条ではなく、開発許可制度を活用して開発行為により

バイパス道路を整備するケースも想定されるが、その場合は、民間事業者が民有地を用

地買収する必要があり、そのことを踏まえると現実的ではないため、想定される事業スキー

ムには含めないこととする。 

 

③ バイパス道路の財源の検討 

 バイパス道路の整備財源については、上述したとおり、県が整備主体となる意向を確認で

きないことを踏まえ、県による財政負担は想定しないものとする。 

 守山市の財政負担については、バイパス道路の整備により、道の駅等を通じて周辺地域

の活性化の受益があることや民間投資による固定資産税収等の税収効果等が考えられる

が、より直接的に受益を受ける開発事業者等の民間事業者に負担を求めることを基本と

する。 

 民間事業者によるバイパス道路の整備費の負担方法として、道路法第 61 条（受益者負

担金）と、令和 2 年度税制改正で改定された企業版ふるさと納税制度（地方創生応援税

制）の活用について検討する。 

 

ケースＡ 
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■道路法第 61条（受益者負担金）の活用可能性の検討 

 バイパス道路の整備により、著しく利益を受けるものがある場合、道路法 61 条を適用

し、受益者負担金として工事費用の一部を受益者に負担させることが可能である。 

 本制度を活用する場合、道路管理者である地方公共団体において関連条例を予め制

定し、負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法を定めておく必要がある。 

 条例を定めるべき地方公共団体は、道路管理者であることが求められているため、道

路管理者以外の地方公共団体が工事を実施した場合には、その地方公共団体は受益

者負担金を徴収することができず、徴収主体は道路管理者となる。このため、徴収した

負担金を工事実施主体である地方公共団体に帰属させる手続が必要となる。 

 今回のケースでは、バイパス道路（約 1.7km）の受益を受ける者が個人・法人を含め広

範囲にわたり受益者の特定が困難なことに加えて、仮に、ある程度特定したとしても、そ

の様々な受益者毎に受益の範囲を特定し、その範囲の受益額を把握することは、非常

に困難である。 

○道路法 
（受益者負担金） 
第 61 条 道路管理者は、道路に関する工事に因つて著しく利益を受ける者がある場
合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負
担させることができる。 
２ 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法につい
ては、道路管理者である地方公共団体の条例（指定区間内の国道にあつては、政
令）で定める。 

 

■企業版ふるさと納税制度（地方創生応援税制）の活用可能性の検討 

 国が認定した地方創生プロジェクトに対し企業が寄附を行った場合に、寄附額の 3 割

を法人関係税から税額控除する仕組みである。損金算入による軽減効果（寄附額の 6

割）と合わせて最大で約 9 割が軽減され、実質的な企業の負担が１割まで圧縮される。

このため、寄附を拠出する民間事業者と寄附を受けて地方創生事業を行う地方公共団

体の双方にとって、活用メリットが非常に大きい制度である。 

 

図表 79 企業版ふるさと納税制度（地方創生応援税制）の概要 

 

出所：内閣府「企業版ふるさと納税ポータルサイト」をもとに作成 
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図表 80 企業版ふるさと納税制度（地方創生応援税制）活用の手続き 

出所：内閣府 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）活用の手引き 

 

 企業版ふるさと納税制度では、現金以外の現物での寄附について、以下のとおり「事

業に直接供することができるものであり、かつ、支出時の資産の価額を計算できるもの」

に限り認められており、民間事業者がバイパス道路を自ら整備した上で、それを市又は

県に寄附することが考えられる。内閣府に確認したところ、上物は支出時の資産の価額

を客観的に算定できるが、道路等のインフラはそれが困難なため現物での寄附は認め

られないと判断されている。 

 以上を踏まえると、企業版ふるさと納税制度を活用する場合は、市が設置する基金に

開発事業者が一旦現金で寄附した上で、市が当該基金を財源として、バイパス道路の

工事発注を行うことが望ましいと考えられる。 

 図表 81 企業版ふるさと納税制度における現物寄附に関する規定 

質問 寄附を現金ではなく、現金以外の物品等の資産で受領することは可能ですか。 

回答 税法上、現金以外の資産であっても、事業に直接供することができるものであり、かつ、支

出時の資産の価額を計算できるものであれば、地方創生応援税制の適用がある寄附とし

て受領することが可能となる場合もあります。 

ただし、一般に、物品による寄附については、当該物品の価額を特定することが難しく、現

金による寄附と比較して、その寄附額を確定することが困難であると考えられるため、地方

創生応援税制に係る寄附については、できる限り現金で受領するようにしてください。 

出所：まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関するＱ＆Ａ（第７版（未定稿） 内閣府 2019 年 12 月 20 日公表 
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(3) 事業スキームの比較検討 

 想定される 4 つの事業スキームについて、発注者意向、道路法第 24 条の採用による調

整・手続き負担及び企業版ふるさと納税制度の活用等の観点から比較検討すると、下表

のとおりである。 

 民間事業者が自らバイパス道路の発注者となり整備するケース C は、イオンモール草津

の事例があるものの、関係する民間事業者の中で、河川の埋立等の手続きも含めて大規

模な道路工事に関する許認可や発注の手続きを行える事業者を見出すことは困難なこと

に加えて、道路等のインフラの現物寄附については企業版ふるさと納税制度の活用がで

きないため、本事業では、採用は困難である。 

 ケース D については、そもそも県に整備主体（発注者）になる意向がなく、ふるさと納税制

度のためとはいえ、市の地方創生事業を県の地方創生事業として位置づけることが困難

と考えられるため、採用は困難である。 

 ケース A は、道路法第 61 条の受益者負担制度を活用して市が道路整備を行う場合は、

市が条例を制定すれば良いため採用が可能と考えられるが、道路法第 61 条を活用しな

いのであれば、想定しなくて良い事業スキームである。 

 財源として企業版ふるさと納税制度を活用するのであれば、法令に手続きが位置づけら

れている道路法第 24 条を活用するケース B を活用することが適切と考えられる。 

 図表 82 バイパス道路の事業スキームの比較検討 

ケース 発注者意向 道路法第 24 条の採用による 
調整・手続き負担 

企業版ふるさと納税制度
の活用 

総合 
評価 

ケースＡ 

○市の財政負
担がなけれ
ば採用可能 

△法 24条の事務手続が不要
な一方で、それに代わる
県と完成道路の移管に関
する覚書が必要 

（県としては、ケース Bの
法 24 条の活用を望む可能
性あり） 

○寄附を財源に市が工事
発注すれば制度活用可
能 

△ 

ケースＢ 
○市の財政負
担がなけれ
ば採用可能 

△法 24条の事務手続負担が
大きくなる可能性がある 

 

○寄附を財源に市が工事
発注すれば制度活用可
能 

○ 

ケースＣ 

△事業規模が
大きく経験
の乏しい民
間は負担が
大きい 

△法 24条の事務手続負担が
大きくなる可能性あり 

×民間に大規模な道路工事
の発注のノウハウなし
（対応可能な事業者は限
定される可能性が大き
い） 

×道路等インフラの現物
寄附による制度活用不
可 

× 

ケースＤ 

×県は整備主
体(発注者)
となる意向
がない 

○工事中の道路管理者と発
注者が県で一致し、法 24
条の事務手続が不要 

×市の地方創生事業を県
が位置づける必要があ
る × 

 


